
協和地域浄化槽保守点検業務委託（⾧期継続契約）仕様書 

 

 

（目  的） 

第１条  本仕様書は、浄化槽法に基づく協和地域浄化槽保守点検の委託業務を円滑に実

施するため、業務の内容等を定めるものである。 

 

（契約期間） 

第２条  履行期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日とする。 

 

（業務内容） 

第３条  業務の内容は、次に掲げる事項及び合併浄化槽の維持管理と運転に必要なすべ

ての作業とする。 

（１）保守点検は年に４回行い、各回完了時に報告を行うこととする。ただし、緊急時

にはその都度対応すること。 

（２）各装置及びブロア等の作動状況の点検を行う。 

（３）消毒剤の補給を行う。 

（４）６５人槽の浄化槽については、委託期間内に毎月２回の保守点検を行う。 

 

（緊急時の対応） 

第４条  浄化槽設備その他に故障が生じた場合は、担当職員に報告するとともに、応急

処置を講ずるものとする。 

 

（業務責任者の選任） 

第５条  受注者は、浄化槽管理士または環境省令で定めるところにより行う浄化槽の保

守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者とする。 

 

（保守点検の記録等） 

第６条  受注者は、点検の都度報告書等を提出するものとする。 

 

（法定検査） 

第７条  浄化槽法第１１条の検査結果にて、改善が指摘されたものについては改善しな

ければならない。 

 

 



（部分払い) 

第８条  受注者は、保守点検の各回終了時に、出来高に応じた部分払いを請求できるこ

ととする。ただし、消費税率については、点検完了時の消費税率を適用する。 

 

（その他） 

第９条  この仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、必要に応じて協議するも

のとする。 

 

 

 


